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平成２７年度 野洲市相談状況報告 

◆ さまざまな問題を抱える市民に対し、関係機関との連携の下、各種支援を実施しました。 

消費生活相談状況 平成 27年度 平成 26年度 

相談件数（多重債務件数） ９５４件（４６件） ８０７件（４４件） 

被害救済金額 49,170,329円 43,037,925円 

多重債務過払い金回収金額 30,896,390円 － 

 

生活困窮者相談支援状況 平成 27 年度 平成 26 年度 

新規相談者人数（実数） 

男 ９１人 ６６人 

女 ８０人 ８７人 

合計 １７１人 １５３人 

やすワークによる就労支援 

相談者人数（実数） １５１人 １９１人 

面談件数（延べ数） ９１８回 ９４２回 

就職決定者数 
１４０人 

（実人数１０５人） 

１４６人 

（実人数１０６人） 

就労決定者の属性 

＊重複回答あり 

生活保護受給者 ３３人 ２８人 

住宅手当受給者 ４人 ２２人 

障がい者 ２４人 １７人 

母子家庭 ５３人 ３３人 

高齢者 ４人 １１人 

その他生活困窮者 ３９人 ９６人 
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総合相談窓口 

生活困窮相談 

（自立相談支援事業） 

住居確保給付金 

やすワーク 

（アクションプラン） 

家計相談支援 

（自立相談と一体的実施） 

学習支援 

（一部民間委託） 

専門相談 

法律相談 

税務相談 

行政書士相談 

行政相談 

消費生活相談 

市民相談 

平成28年度 市民生活相談課の業務・体制 

再就職のために居住の確保が必要な
者へ就職活動を支えるため家賃費用
を有期で給付 

市役所内にハローワークを設置し、
就労支援と生活支援を一体的に提供
し、就労を目指す 

貧困の連鎖を断ち切るために、地域
でこどもの学習機会の場を確保し、
生活困窮状態への予防を兼ねて困窮
世帯への生活支援を充実させる 

＜職員体制＞ 
 ・課長 ・課長補佐 ・正規2名   ・派遣職員 
 ・嘱託消費生活相談員（消費者行政推進事業） 
 ・嘱託相談員2名（生活困窮者支援事業） 
 ・臨時職員１名 

必須 

必須 

多重債務等家計に課題のある者に 
対し家計再建に向けたきめ細かな 
相談・支援・資金貸付の斡旋を行う 

高齢者等の支えあい拠点
・終活仕組みづくり事業 

地域に相談拠点をつくり、高齢者が
安心して地域で生活し、最期を迎え
られる地域づくりのため、互助と法
的サポートの仕組みを推進 
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市民生活相談課 
（生活困窮者支援） 

納税推進課 
（滞納相談） 

市民 

生活困窮？ 

保険年金課 
（国民健康保険） 

資格 
証明書 

①特別事情に関する 
届出書の提出について送付 

②相談来庁 

③滞納相談 

③生活困窮相談 

⑤状況に応じ 
短期健康保険証を発行 

悪質？ 

④対応相談 

※野洲市国民健康保険被保険者資格証明書等交付要綱の改正 
 資格証明書の交付対象とならない特別事情に野洲市の独自基準を追加(平成27年4月1日施行) 
 
（生活再建に係る支援を要する者に対する措置） 
第７条 市長は、国保税を滞納している世帯主が生活困窮状態にあり、かつ、生活困窮者自立支援法（平成
25年12月13日法律第105号）第2条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業の適用を必要とする者
であると認めたときは、当該世帯主について特別の事情等を有する者とみなす。 

国保
滞納 

健康づくり（適正受診）は生活困窮者支援 
資格証明書 ＝ 生活困窮者？ 

・国民健康保険税の滞納が1年以上継続した場合に、保険証に引き換えて「資格証明書」を交付する。
通常、医療機関の窓口負担は年齢・所得に応じて1～3割となるが、この資格証明書の交付を受けた場
合は10割負担となる。 

・ただし、納付ができない「特別な事情」を申告して認められた者等は、保険証の交付を引き続き（改め
て）受けることができる。資格証明書の交付及び「特別な事情」等の基準は法令で定められており、以下
のとおりである。 

 ＜国民健康保険法施行令（昭和33年政令第362号）第１条＞ 

 １ 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。 
 ２ 世帯主又はその者と生計に一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。 
 ３ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。 
 ４ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。 
 ５ 上記に類する事由があったこと。 

・事業以外の損失などでの事情で生活困窮状況となり保険税を納付する能力を失った滞納者について
は、生活困窮の実態は同等であるが、「特別な事情」に該当しない者として、保険証の交付をしてこなか
った。（資格証明書の交付） 

・しかし、国からの通知等では医療を受ける必要が生じ、かつ医療機関に対し10割分の医療費の支払
いが困難と認められる者については資格証明書を交付しないこととなっている。 

◎今回、生活困窮者自立支援法の施行を受け、野洲市国民健康保険被保険者資格証明書等交付要
綱の改正を行い、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業による相談支・支援の実施が必
要と認められる者に対し、資格証明書を交付しない対象とした。 

◎資格証明書の交付を受けている市民の多くは生活困窮者であり、生活困窮者の生活再建を進めて
いくうえで、健康づくり（適正受診）は必要である。 

◎要綱改正を受け、保険年金課から資格証明書となっている世帯に対し、「生活困窮状態のため納付
ができず、市民生活相談課にて相談を受けるなら保険証を交付する」旨の通知を送り、相談者の発見
につなげた。相談につながった相談者については、保険年金課、納税推進課とともに、生活再建に向け
た支援に取り組んでいる。 
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野洲市家計相談支援事業におけるみずほシステム分析 

 

対象（平成 27年 4月～平成 28年 10月末日） 

総プラン数 498 

うち家計相談支援事業 197 

うち評価済み 129 

 

＜ 見 ら れ た 変 化 ＞ 

健康状態の改善 14 

医療機関受診開始 7 

障害手帳取得 4 

住まいの確保・安定 16 

生活保護適用 14 

家計の改善 57 

債務の整理 29 

就労収入増加 20 

一般就労開始 63 

中間的就労開始 0 

職場定着 4 

就職活動開始 16 

職業訓練の開始 2 

社会参加機会の増加 27 

生活習慣の改善 20 

対人関係の改善 18 

自立意欲の向上 34 

孤立の解消 27 

精神の安定 31 

その他 28 

【 参 考 】 そ の 他 の 詳 細 

滞納税金・学童保育料の分納誓約ができた 

税の分納の支払が開始できた 

仕事が続けられない自分のことを告白 

生活保護からの脱却 

障害年金が受給決定した 

子の保育園が決定した 

義父の介護方針が決まり就労計画が可能 

運転が可能となり、職業選択肢が広がった。 

家事習得の意欲向上した 

子の精神障害手帳取得にむけて動き出した 

住民票の異動届けが出来た 

県営住宅に当選した 

精神障害者２級手帳取得自立支援医療手続 

健康診断を受けることができた 

大学合格入学手続きでき自立の為住宅確保 

死後の事務手続き・相続で司法書士が受任 

精神状態が安定し落ち着いて話が出来た 

発育不良の乳児の体重が増加した 

離婚成立により児童扶養手当を受給した 

両親の支援の協力や意識の改善向上 

衛生面が改善しゴミ出しが出来た 

交換銀行で電子レンジを入手し活用 

「市役所への来所」「電話で話す、取る」こ

とができるようになった 

他人に質問や発言ができるようになった 

ＳＯＳの発信ができるようになった 

障害受容に向けて臨床心理士との面談開始 

適性検査で自分の得意不得意を確認した 

※全相談者数における住居確保給付金の 

利用は 11 人、54か月 
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5
0

男
社
会
福
祉
協
議
会

○
○

○
○

○

43
5
0

男
本
人

○
○

○
○

44
6
0

男
本
人

○
○

○
○

45
3
0

男
納
税
推
進
課

○
○

○
○

○
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3．相談時家計表 (　　　　年　　　月作成)
相談者氏名 備　考
担当相談員名 費　　目 金額（円） 小計（円）

0

世帯基本情報 世帯人員計 0 人 家賃

【内訳】 成人 0 人 管理費

うち高齢者 0 人 維持費・修理費・更新費

未成年(下記以外) 0 人 0

大学生等 0 人 食費

高校生 0 人 外食費

中学生 0 人 電気代

小学生 0 人 ガス代

未就学児 0 人 水道代

灯油代 0

被服・理美容・雑貨費 0

名義人 費　　　目 金額（円） 医療費・介護費等 0

0

0 電話・携帯電話・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 0

給与       ① 0 ガソリン代 （通勤費含む）

給与       ② 駐車場代

給与       ① 車検・車修理代

給与       ② 通勤交通費

0

本人 年金 学費・保育料・給食費等

配偶者 年金 部活動等の費用

同居者(　　) 年金 通学交通費

塾・習い事費用

0 お小遣い・仕送り生活費

本人 （　賞与　年間     万　） 0

新聞・本・雑誌・教養用品

配偶者 遊興費・娯楽費用

0 0

雇用保険 酒代/酒飲食交際費

生活保護 たばこ・お小遣い

養育費

援助(母）

0

0 税金（住民税・固定資産税・自動車税等）

児童手当 社会保険料（国保・国民年金等）

児童扶養手当

援助 貯蓄型保険（学資・年金保険等）

掛捨型保険（車・火災等）

副次的な収入 その他保険料

返済金以外の計

0 0 0

借入金 （　　　　　　　　　） 住宅ローン

借入金 （　　　　　　　　　） 自動車ローン

借入金 （　　　　　　　　　） 銀行

借入金 （　　　　　　　　　） 消費者金融

借入金 （　　　　　　　　　） クレジット（ｷｬｯｼﾝｸﾞ・物品）

滞納税金・社会保険料等

滞納生活費（家賃・光熱水費等）

個人からの借金

その他の返済

家計再生のための新規借入の返済 0

預貯金取崩し 預貯金預入れ 0

0 0

0

0 0

支　　出

住居費

配偶者

0

基本生活費

0

0

収　　入

前月からの繰越金 通信費・車両費

基本収入

本人

0

0

援助収入や手当等の収入（毎月） その他

翌月への繰越金

0

0

教育等費用

0

臨時収入・賞与

教養・娯楽費用

税金・保険

援助収入や手当等の収入（毎月以外）

0

借入金 返済金

前月繰越含む収入合計 翌月繰越含む支出合計

0

0

0

0

当月の収入合計 当月の支出合計

ID
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１．家計相談支援事業のあり方について 

 

⇒ 家計相談支援事業の本来の機能・意義を周知し、積極的な活用をはかるとともに、 

必須事業化を検討する必要がある。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．子どもの学習支援事業のあり方について 

 

⇒子どもに対する良質な支援が実施できるよう、事業のあり方や、ボランティアも含めた 

 支援者の育成や資質向上の取り組みについて、一定の指針を示す必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

○現在、家計相談支援事業については「支援者が相談者の家計管理を行う事業」との大きな誤

解があることは否定できない。本事業が「相談者自身の家計を管理する力を高め、早期に生

活が再生されることを支援する取り組み」であり「①相談者自身が課題を見えるようになる

支援、②ともに目標を設定し、家計の再生に向けて歩き出す支援、③相談者が自ら家計管理

を続けていくことの支援」を行うものであるという事業の本旨を周知していく 

必要がある。 

○生活保護世帯が家計相談支援事業を利用することにより、被保護世帯の生活の質が高まり自

立支援に大きな効果をもたらすことが期待できる。生活保護世帯が本事業を利用できる 

よう検討されたい。 

○平成２７年度以降、生活福祉資金（総合支援資金、緊急小口資金）、臨時特例つなぎ資金の

貸付にあたり、自立相談支援事業の利用が要件化された。これらの資金の借受世帯や、 

現在は自立相談支援事業の利用が要件化されていない「教育支援資金」を利用する学生等も

含めて、今後、家計相談支援事業を積極的に活用していくことが期待される。 

○相談支援・就労支援とともに、家計相談支援も生活困窮者の「生活の再生」に不可欠な 

専門的な支援として、必須事業化を検討する必要があるのではないだろうか。 

  

○子どもの学習支援事業が目指す「将来の自立に向けた包括的な支援」「世帯全体への支援」

を良質なものとして実施できるよう、そのあり方について一定の指針を示す必要がある。 

○子どもの学習支援事業においては、学習支援ボランティアなど、様々な地域の人々がかかわ

ることが重要である。これらの人々に子どもへの対応を「任せきり」にせず、子どもに適切

なかかわりを行い、一人ひとりの「学びのニーズ」に応えられるよう、支援にかかわるすべ

ての人材の、資質向上の仕組みを備えていくことが求められる。 

○生活保護世帯の子どもも含め、事業への参加、高校等への進学のみを成果とせず、事業を通

じて「子どもの様々な変化」をしっかり把握し、子どもや世帯全体の支援に生かしていくこ

とが重要である。そのための、委託事業者や関係者との連携・協働のあり方や、仕組みにつ

いても検討する必要がある。 

○子どもにとって、どのような支援が必要なのか、また有効であったのか、「子どもの声」を

受けとめながら、検討・検証していくことが望まれる。 

生活困窮者自立支援のあり方等に関する 

論点整理のための検討会（第３回） 

 

平成 28年 11月 14日 資料３  

          （新保委員提出資料） 
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第2回の検討会に際しての意見 

                               高知市福祉事務所 田中 

 

■生活困窮制度に直結するものではないが、18歳に選挙権が付与された。政治家、政党の訴えや考え

を聞き、判断することが求められるが、その際の判断力を養い、将来の自分の暮らしぶりを考える

上でも、高校生の段階からしっかりと社会保障の仕組みや財源構造など生活に直接かかわる制度に

ついての知識を持って社会へ望む準備を整えることが生活困窮を予防する、あるいは脱却すること

につながるのではないか。そのための仕掛けとして制度の中に何らかの工夫が求められるのではな

いか。 

 

■小規模な市町村では、その行政区域で支援が完結しない場合があり、就労支援で仕事が決まっても該

当する職場がないため、隣接市町村へ転居し支援が途切れてしまうという意見があった。国保では、

平成 30 年度から都道府県も保険者となり、管内市町村と協議して事務の効率化や標準化を図るとさ

れた。この制度でも例えば、県の福祉事務所が市町村間の支援をつなぐ役割を果たし、結果として広

域化に対応できる体制を構築するなどの仕組みを設けるべきではないか。また、自治体の意欲・体力

の差が事業展開の差となっていることから都道府県の関与が大きく関係するため、その役割を明確に

する必要がある。 

 

生活困窮者自立支援のあり方等に関する 

論点整理のための検討会（第３回） 

 

平成 28年 11月 14日 資料３  

   （田中委員提出資料） 
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